
川俣町工事等請負契約に係る入札結果等の公表に係る取扱要綱 

 (趣旨) 

第 1 条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成

12 年法律第 127 号)に定めるもののほか、川俣町建設工事の入札及び契約に係る

情報の公表等(以下「公表」という。)について、必要な事項を定めるものとする。 

 (公表の対象) 

第 2 条 公表の対象は、町が発注する建設工事予定価格 130 万円以上に係るもの

及び 50 万円以上の製造の請負契約又は測量、工事の設計若しくは工事に関する

調査の委託契約に係るものとする。ただし、発注見通しに関する次項の公表で、

発注見通しの立っていないもの及び業務の遂行に支障を来たすおそれがあるも

のを除くものとする。 

 (発注見通し等に関する事項の公表の内容) 

第 3 条 発注見通しの公表内容については、次のとおりとする。 

 (1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要 

 (2) 入札及び契約の方法 

 (3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期) 

2 前各号のほか、工事指名競争入札参加有資格業者名を公表する。 

3 公表の期間は、当該年度末日までとする。 

 (入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表の内容) 

第 4 条 公表の内容については、次に掲げる事項とする。ただし、金額及び価格に

ついては、消費税及び地方消費税分を除いた額とする。 

 (1) 工事名及び工事場所 

 (2) 一般競争入札の参加資格承認業者名 

 (3) 指名競争入札及び随意契約の指名業者名 

 (4) 一般競争入札及び指名競争入札の入札者名及び落札者名・落札金額並びに

予定価格 

 (5) 随意契約の相手方及び見積金額並びに予定価格 

 (6) 契約締結年月日及び契約期間 

2 前項について、契約金額の変更を伴う変更契約をしたときは、契約した日の翌

日から起算して 1週間以内に、次に掲げる事項を公表するものとする。 

 （1）変更契約の締結日 



 （2）契約相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地 

 （3）工事名及び工事場所 

 （4）変更前の契約金額、変更金額及び変更後の契約金額（消費税及び地方消費

税の額を含む） 

 （5）変更の理由 

 （6）変更後の事業概要 

3 公表の期間は、入札の執行又は見積書を徴した日の属する年度及び翌年度とす

る。 

 (公表の時期) 

第 5 条 公表の時期は、次の各号に掲げるところによる。 

 (1) 第 3 条第 1項に係る公表については、毎年度 4月 1日以後遅滞なく実施す

るものとし、毎年度一回 10 月 1 日を目途として変更後の事項を公表するもの

とする。 

 (2) 第 3 条第 2項に係る公表については、有効期間の開始する日から終了する

までの期間とする。 

 (3) 第 4 条に係る公表については、工事請負契約締結日の翌日から起算して 7

日以内(川俣町の休日を定める条例(平成元年川俣町条例第 24 号)第 1 条に規

定する休日を除く)に、公表するものとする。 

 (公表の方法) 

第6条 公表の方法は、閲覧又は町ホームページへの掲載により行うものとする。

ただし、工事指名競争入札参加有資格業者公表名簿(様式第 1 号)は、閲覧のみ

とする。 

 (閲覧の場所) 

第 7 条 前条の閲覧の場所は、企画財政課に設け、閲覧に供する。 

 (閲覧事務の取扱) 

第 8 条 閲覧事務については、次の各号のとおりに取り扱うものとする。 

 (1) 閲覧希望者は、閲覧者台帳に記名の上閲覧するものとする。 

 (2) 入札調書の写しの交付を必要とする者は、当該写しの交付に要する費用を

負担しなければならない。この場合において、当該写しの交付に要する費用

は、川俣町情報公開条例施行規則(平成 14 年川俣町規則第 18 号)第 10 条の規

定を準用するものとする。 

(補則) 

第 9 条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。 



附 則 

この訓令は、平成１４年１月１日から施行する。 

附 則（平成１５年訓令第７号） 

この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年訓令第６号） 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この訓令は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。



様式第 1号(第 6条関係) 

工事等指名競争入札参加有資格業者公表名簿 

業者コード 許可

番号業者名(商号又

は名称)代表者名 

所 在 地 許可を受けた業種に係る格付符号 
備

考 


